
1 令和7年3月27日（木曜日） （第18272号）東　京　都　公　報

イ　

樹
林
環
境

こ
の
地
域
一
帯
の
緑
の
骨
格
を
な
す
青
柳
崖
線
樹
林
地
の

保
全
に
向
け
、
シ
ラ
カ
シ
群
落
等
を
保
全
・
回
復
す
る
。

ウ　

里
山
環
境

水
田
等
が
広
が
る
里
山
環
境
を
農
地
と
し
て
維
持
管
理
し
、

同
環
境
を
保
全
・
回
復
す
る
。

エ　

流
水
環
境

流
水
環
境
に
依
存
す
る
水
草
、
ト
ン
ボ
類
、
ゲ
ン
ジ
ボ
タ

ル
、
魚
類
等
の
希
少
な
水
生
動
植
物
の
生
息
・
生
育
環
境
を

保
全
・
回
復
す
る
。

オ　

外
来
種
対
策

特
定
外
来
生
物
等
を
は
じ
め
と
し
た
侵
略
的
外
来
種
の
積

極
的
な
駆
除
及
び
侵
入
防
止
に
努
め
る
。

㈢　

自
然
の
保
護
と
回
復
の
た
め
の
規
制
に
関
す
る
事
項

条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
そ
の
他
の
工

作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
、
土
地
の
形
質
の
変
更
、
土
石

の
採
取
、
木
竹
の
伐
採
等
の
規
制
を
行
う
。

な
お
、
条
例
第
十
八
条
の
保
全
計
画
に
基
づ
き
、
第
二
十
条

に
て
実
施
す
る
保
全
事
業
に
つ
い
て
は
、
規
制
の
対
象
と
し
な

い
。

㈣　

植
生
管
理
に
関
す
る
事
項

当
区
域
に
お
け
る
植
生
の
現
況
を
整
理
し
、
㈡
の
方
針
を
踏

ま
え
、
目
標
植
生
及
び
植
生
の
管
理
方
針
を
次
の
よ
う
に
定
め

た
。当

区
域
に
つ
い
て
は
、
現
存
植
生
と
目
標
植
生
を
同
一
と
し
、

こ
れ
に
従
い
適
切
な
時
期
や
頻
度
で
管
理
作
業
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
生
物
多
様
性
の
保
全
を
図
っ
て
い
く
。

ア　

シ
イ
・
カ
シ
二
次
林

目

次

㈤　

面
積　

一
万
三
千
九
百
七
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

保
全
計
画
の
概
要

㈠　

自
然
の
概
況
及
び
特
質

当
区
域
は
、
武
蔵
野
台
地
に
お
け
る
青
柳
段
丘
の
ほ
ぼ
南
端

に
位
置
し
、
樹
林
地
や
耕
作
地
、
湧
水
由
来
の
河
川
等
か
ら
構

成
さ
れ
、
里
山
環
境
が
残
っ
て
い
る
。

区
域
内
の
雑
木
林
等
で
は
、
明
る
い
林
床
を
好
む
キ
ツ
ネ
ノ

カ
ミ
ソ
リ
等
の
希
少
植
物
の
ほ
か
、
湧
水
由
来
の
冷
涼
な
流
水

環
境
等
に
依
存
す
る
ホ
ト
ケ
ド
ジ
ョ
ウ
等
の
希
少
な
水
生
生
物

が
生
息
・
生
育
し
て
い
る
。

区
域
の
中
央
部
に
は
矢
川
が
南
北
に
流
れ
、
崖
線
直
下
の
湧

水
路
と
と
も
に
府
中
用
水
に
合
流
し
て
お
り
、
樹
林
や
耕
作
地

と
一
体
と
な
る
こ
と
で
美
し
い
景
観
を
形
成
し
て
い
る
。

な
お
、
矢
川
と
湧
水
由
来
の
河
川
等
、
府
中
用
水
が
合
流
す

る
こ
の
辺
り
は
「
矢
川
お
ん
だ
し
」
と
呼
ば
れ
、
古
く
か
ら
地

域
に
よ
っ
て
親
し
ま
れ
て
い
る
憩
い
の
場
で
も
あ
る
。

㈡　

自
然
の
保
護
と
回
復
の
た
め
の
方
針

当
区
域
の
樹
林
地
、
そ
れ
に
連
続
し
た
耕
作
地
や
湧
水
由
来

の
河
川
等
に
お
け
る
生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
と
と
も
に
里
山

環
境
を
確
保
す
る
。

ま
た
、
希
少
な
動
植
物
を
は
じ
め
、
在
来
の
動
植
物
の
保
全

に
向
け
て
、
生
息
・
生
育
環
境
を
保
全
・
回
復
す
る
た
め
の
取

組
を
次
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
く
。

ア　

希
少
な
動
植
物
の
生
息
・
生
育
環
境

樹
林
地
、
耕
作
地
や
湧
水
由
来
の
河
川
等
を
一
体
的
に
保

全
し
、
キ
ツ
ネ
ノ
カ
ミ
ソ
リ
、
ナ
ガ
エ
ミ
ク
リ
、
ホ
ト
ケ
ド

ジ
ョ
ウ
等
の
希
少
な
動
植
物
の
生
息
・
生
育
環
境
を
保
全
・

回
復
す
る
。

告
　
　
　
示

○
里
山
保
全
地
域
の
指
定
及
び
保
全
計
画
の
決
定
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
自
然
環
境
部
緑
環
境
課
）…	

一

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
十
七
号

東
京
に
お
け
る
自
然
の
保
護
と
回
復
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二

年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十

七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
里
山
保
全
地
域
を
指
定
し
、
条

例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
保
全
計
画
を
次
の
と
お
り

決
定
し
た
の
で
、
条
例
第
十
七
条
第
七
項
及
び
条
例
第
十
八
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

保
全
地
域
の
指
定

㈠　

種
別　

里
山
保
全
地
域

㈡　

名
称　

矢
川
お
ん
だ
し
里
山
保
全
地
域

㈢　

位
置　

国
立
市
の
南
部
の
矢
川
地
区
及
び
泉
地
区
の
区
域

㈣　

区
域　

別
表
及
び
別
図
に
示
す
区
域

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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め
に
案
内
板
や
解
説
板
等
を
、
地
域
に
生
息
・
生
育
す
る
動
植

物
を
保
護
す
る
た
め
に
制
札
板
や
人
の
立
入
り
を
制
限
す
る
柵

等
を
必
要
に
応
じ
て
設
置
す
る
。

な
お
、
設
置
に
当
た
っ
て
は
景
観
に
配
慮
す
る
。

㈥　

保
全
地
域
の
活
用
そ
の
他
の
運
営
に
関
す
る
事
項

㈡
の
方
針
を
踏
ま
え
た
植
生
管
理
の
実
施
、
施
設
の
整
備
や

保
全
地
域
の
活
用
等
の
保
全
事
業
を
進
め
る
た
め
に
、
関
係
機

関
等
で
構
成
す
る
協
議
の
場
を
必
要
に
応
じ
て
設
け
る
。

ま
た
、
地
権
者
等
と
協
議
の
上
、
都
民
等
と
協
働
し
て
次
の

よ
う
に
利
活
用
を
推
進
す
る
。

ア　

地
域
内
に
お
い
て
は
、
都
民
の
自
然
と
の
触
れ
合
い
や
緑

地
保
全
活
動
、
環
境
学
習
な
ど
の
場
と
し
て
活
用
す
る
。

イ　

耕
作
地
は
、
稲
作
を
通
し
た
農
業
体
験
な
ど
の
場
と
し
て

の
活
用
も
検
討
す
る
。

ウ　

ア
及
び
イ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
都
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
企
業
・
教
育
機
関
等
の
多
様
な
主
体
と
連
携
し
て
取
組
を

実
施
す
る
。

エ　

そ
の
他
、
関
係
機
関
等
と
協
議
し
な
が
ら
必
要
に
応
じ
て

取
組
を
実
施
す
る
。

別
表国

立
市
矢
川
三
丁
目
十
六
番
七
の
一
部
、
十
六
番
八
の
一
部
、
十

六
番
十
一
の
一
部
、
十
六
番
十
二
の
一
部
、
十
六
番
十
三
の
一
部
、

十
六
番
十
四
の
一
部
、
十
六
番
十
五
の
一
部
、
十
六
番
十
六
か
ら
十

六
番
十
九
ま
で
、
十
六
番
二
十
一
、
十
六
番
二
十
三
の
一
部
、
二
十

三
番
四
及
び
二
十
三
番
六

国
立
市
泉
五
丁
目
一
番
三
か
ら
一
番
十
四
ま
で
、
一
番
十
七
、
一

番
十
八
、
二
番
六
か
ら
二
番
十
五
ま
で
、
三
番
一
か
ら
三
番
十
二
ま

で

ま
た
、
林
床
の
低
木
層
の
単
調
化
を
避
け
る
た
め
、
状
況

を
見
な
が
ら
段
階
的
・
部
分
的
に
進
め
て
い
き
、
樹
林
構
成

の
多
層
化
を
図
る
。

エ　

畑
地

基
本
的
に
地
権
者
や
耕
作
者
の
意
向
に
沿
っ
て
、
営
農
を

継
続
す
る
。

オ　

水
田
雑
草
群
落

基
本
的
に
地
権
者
や
耕
作
者
の
意
向
に
沿
っ
て
、
営
農
を

継
続
す
る
。

将
来
的
に
耕
作
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
も
、
既
往
の
水
田

耕
作
と
同
様
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
耕
耘
・
水
入
れ
を
行
う
な

ど
、
攪
乱
依
存
型
の
水
生
生
物
の
生
息
・
生
育
環
境
の
保
全

を
図
る
。

カ　

開
放
水
域
（
水
路
等
）

現
在
の
多
様
で
植
生
豊
か
な
流
水
環
境
を
維
持
し
、
流
水

環
境
に
依
存
す
る
水
草
（
ナ
ガ
エ
ミ
ク
リ
、
セ
キ
シ
ョ
ウ

モ
）
、
ト
ン
ボ
類
（
ヤ
マ
サ
ナ
エ
、
ミ
ヤ
マ
ア
カ
ネ
）
、
ゲ

ン
ジ
ボ
タ
ル
、
魚
類
（
オ
イ
カ
ワ
、
ア
ブ
ラ
ハ
ヤ
、
ホ
ト
ケ

ド
ジ
ョ
ウ
）
等
の
希
少
な
水
生
動
植
物
の
生
息
・
生
育
環
境

を
保
全
、
回
復
す
る
。

外
来
種
の
放
流
や
上
流
か
ら
の
流
入
な
ど
に
よ
る
外
来
種

の
侵
入
予
防
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
地
の
下
流
域
へ
の

拡
散
防
止
に
努
め
る
。

㈤　

施
設
に
関
す
る
事
項

地
域
内
に
は
、
保
全
活
動
等
を
実
施
す
る
に
当
た
り
必
要
な

施
設
と
し
て
、
ト
イ
レ
、
休
憩
場
等
の
活
動
拠
点
施
設
や
使
用

機
材
を
収
納
す
る
倉
庫
等
を
適
宜
設
置
す
る
。

ま
た
、
保
全
地
域
の
活
用
を
図
り
環
境
学
習
を
促
進
す
る
た

常
緑
広
葉
自
然
林
の
構
成
種
で
あ
る
シ
ラ
カ
シ
群
落
は
、

基
本
的
に
手
は
加
え
ず
、
植
物
の
遷
移
に
委
ね
る
。

林
床
の
サ
サ
類
や
低
木
（
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
、
シ
ュ
ロ
、
ア

オ
キ
等
）
が
繁
茂
し
す
ぎ
た
場
合
は
、
生
息
・
生
育
す
る
動

植
物
の
状
況
に
合
わ
せ
て
、
順
応
的
な
下
刈
り
・
間
伐
を
実

施
す
る
。
開
放
水
域
（
矢
川
）
に
ナ
ガ
エ
ミ
ク
リ
等
の
水
草

が
生
育
で
き
る
明
る
さ
の
確
保
に
も
配
慮
す
る
。

イ　

コ
ナ
ラ
群
落

二
次
林
の
構
成
種
で
あ
る
コ
ナ
ラ
の
主
木
は
萌
芽
更
新
を

実
施
す
る
。

萌
芽
更
新
後
の
下
刈
り
に
当
た
っ
て
は
、
林
床
の
低
木
層

の
単
調
化
を
避
け
る
た
め
、
状
況
を
見
な
が
ら
段
階
的
・
部

分
的
に
進
め
て
い
き
、
樹
林
構
成
の
多
層
化
を
図
る
。

主
に
、
サ
サ
類
や
低
木
（
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
、
シ
ュ
ロ
、
ア

オ
キ
等
）
を
対
象
と
し
た
下
刈
り
・
間
伐
を
適
宜
行
い
、
明

る
い
樹
林
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
キ
ツ
ネ
ノ
カ
ミ
ソ
リ

等
の
希
少
種
を
は
じ
め
と
し
た
明
る
い
林
床
を
好
む
植
物
の

保
全
を
図
る
。
た
だ
し
、
林
縁
部
の
植
生
は
、
林
床
を
湿
潤

に
保
つ
た
め
、
キ
ツ
ネ
ノ
カ
ミ
ソ
リ
等
の
希
少
種
に
影
響
が

な
い
程
度
に
残
す
。

ウ　

ケ
ヤ
キ
群
落

落
葉
広
葉
自
然
林
構
成
種
で
あ
る
ケ
ヤ
キ
を
守
る
た
め
、

主
木
に
は
基
本
的
に
手
を
加
え
ず
、
必
要
に
応
じ
余
分
に
伸

び
た
枝
等
を
除
去
す
る
程
度
の
管
理
に
と
ど
め
る
。

林
床
の
サ
サ
類
や
低
木
（
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
、
シ
ュ
ロ
、
ア

オ
キ
等
）
が
繁
茂
し
す
ぎ
た
場
合
は
、
生
息
・
生
育
す
る
動

植
物
の
状
況
に
合
わ
せ
て
、
順
応
的
な
下
刈
り
・
間
伐
を
実

施
す
る
。
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 矢川おんだし里山保全地域 区域図  

 

 

 

 

※この地図は、国土地理院・ の承認（ 平24 関公第269 号） を得て作成した東京都地形図（ Ｓ ＝１ :

2,500） を使用（ ４ 都市基交第 187 号） して作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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